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本セミナーの目的・構成 

 
機械による労働災害防止のためには、機械ユーザーによる安全への取組が非常に重要です。 
厚生労働省から、すべての機械に適用できる包括的な安全方策等に関する基準が「機械包括安

全指針」として示されており、その内容に応じた安全への取組が機械ユーザーに求められていま

す。 
 
本セミナーでは、機械ユーザーにおける安全対策が促進されるよう、機械ユーザーとして安全

対策に取り組む方々を対象として、「機械包括安全指針」やその中で求められるリスクアセスメン

トの基本的な手法について解説するとともに、平成 23 年 3 月に策定された厚生労働省「～機械

メーカー向け～ 機械ユーザーへの機械危険情報の提供に関するガイドライン」に基づき、機械

メーカー等から提供される危険情報の具体的な活用方法について解説します。 
 

 
 

機械ユーザーのリスクアセスメントの基礎  

1. 機械包括安全指針とは･･･････････････････････････････････････････4 

 

2. 機械使用段階におけるリスクアセスメントの基本的手法････････････11 

 

 

 

機械危険情報提供ガイドラインの活用 

３. 機械危険情報提供ガイドラインの解説････････････････････････････32 

 

４. 継続したリスクアセスメントの実施に向けて･･････････････････････42 
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1. 機械包括安全指針とは 

 
本項の参考となる資料 → ・「機械の包括的な安全基準に関する指針」 

・「『機械の包括的な安全基準に関する指針の』解説等について」 

 
 

1.1. 機械包括安全指針の概要 
 
 

1.1.1. 目的、趣旨等 
 
機械による労働災害は、休業４日以上の労働災害全体の約 1／4 を占めており（出典：労働者

死傷病報告（平成 22 年確定値））、死亡災害、身体に障害を残す災害等重篤な災害も少なくなく、

依然として労働災害防止上の重要な課題となっています。 
 
労働安全衛生法第２８条の２ 第１項では、機械による労働災害の一層の防止を図るため、機

械を労働者に使用させる事業者（機械ユーザー）に対して、危険性又は有害性等の調査及びその

結果に基づく労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を適切かつ有効に実施するこ

とを求めています。 
事業場内において使用される機械は多岐にわたること等から、厚生労働省では、すべての機械

に適用できる包括的な安全方策等に関する基準として、平成 13 年 6 月に「機械の包括的な安全

基準に関する指針」（以下、「機械包括安全指針」といいます）を公表しました。 
その後、平成 17 年の労働安全衛生法等の一部改正により危険性又は有害性等の調査(リスクア

セスメント)及びその結果に基づく措置の実施が事業者の努力義務として規定されたこと、また、

機械類の安全性に関する国際規格が制定されたこと等を踏まえて、平成 19 年度には機械包括安

全指針の改正が行われています。 
機械包括安全指針は、機械の設計・製造段階及び使用段階において、すべての機械に適用でき

る包括的な安全確保の方策に関する基準となっており、以下のような構成となっています。 
 

・・・・
・・・
・・・
・

趣旨等

機械の製造等を行う者の実施事項・・・・機械メーカー等の実施事項

機械を労働者に使用させる事業者の実施事項・・・機械ユーザーの実施事項

第１

第２

第３
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1.1.2. 機械包括安全指針における機械メーカーと機械ユーザーの役割 

 
機械包括安全指針では、機械の安全化のために、機械メーカーと機械ユーザーに対してさまざ

まな実施事項を示しています。その手順を図で表したものが図 1 です。 
 

機械を労働者に使用させる事業者の実施事項

機械の製造等を行う者の実施事項

（２）保護方策の実施

（３）リスクアセスメントの実施

（１）リスクアセスメントの実施

（４）保護方策の実施

機械の譲渡、貸与

機械の使用

① 使用上の制限等の機械の制限に関する仕様の指定

② 機械に労働者が関わる作業における危険源の同定

③ それぞれの危険源ごとのリスクの見積り

④ 適切なリスクの低減が達成されているかどうかの検討

①本質安全設計方策の実施

②安全防護及び付加保護方策の実施

③使用上の情報の作成

①使用上の情報の確認

②機械に労働者が関わる作業における危険源の同定

③それぞれの 危険源ごとのリスクの見積り

④適切なリスクの低減が達成されているかどうか及びリスク低減の優先度の検討

①本質的安全設計方策のうち可能なものの実施

②安全防護及び付加保護方策の実施

③作業手順の整備、労働者教育の実施、個人用保護具の使用等

注
文
時
の
条
件
等
の
提
示
、

使
用
後
に
得
た
知
識
等
の
伝
達

注
文
時
の
条
件
等
の
提
示
、

使
用
後
に
得
た
知
識
等
の
伝
達

使用上の情報の提供

 
図 1 機械包括安全指針における機械メーカーおよびユーザーの役割 
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次項では、特に「第３：機械を労働者に使用させる事業者の実施事項」について詳しく解説し

ます。 
 
 

1.2. 機械ユーザーに求められる実施事項 
 
機械包括安全指針で機械ユーザーに求められている実施事項は、大きく以下の３つに分類でき

ます。 
 
● 機械使用段階でのリスクアセスメントの実施（機械包括安全指針第３の４、５、６、７） 
● 保護方策の実施（第３の８） 
● その他 記録等（第３の９、１０） 

 

 

 

1.2.1. 機械使用段階でのリスクアセスメントの実施 
 
機械包括安全指針では、機械ユーザーに対して、機械使用段階でのリスクアセスメントについ

て、以下の業務を実施することを求めています。 
 

• （機械包括安全指針第３の４、５）対象とする機械を選定し、機械メーカー等から必要な情

報を収集した上で、 
• （第３の６）労働者が関わる作業等における危険性・有害性を洗い出し、 
• （第３の７）洗い出された危険性・有害性の大きさを見積り、その結果をうけて危険性・有

害性の対策の要否を判定する 

※ リスクへの対策が必要であると判定されれば、1.2.2.で解説する保護方策の実施によって、リス

クの低減を図ることになります。 
 
リスクアセスメントは、以下のような体制によって、必要なタイミングで実施することも、機

械包括安全指針の中で求められています。 
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【実施体制に関する事項】 

 総括安全衛生管理者等、事業の実施を統括管理する者（事業場トップ）に調査等の実施を

統括管理させること。 
 事業場の安全管理者、衛生管理者等に調査等の実施を管理させること。 
 安全衛生委員会等（安全衛生委員会、安全委員会又は衛生委員会をいう。）の活用等を通

じ、労働者を参画させること。 
 調査等の実施に当たっては、作業内容を詳しく把握している職長等に危険性又は有害性の

特定、リスクの見積り、リスク低減措置の検討を行わせるように努めること。 
 生産・保全部門の技術者、機械の製造等を行う等機械に係る専門的な知識を有する者を参

画させること。 
 

【実施時期に関する事項】 
 設備を新規に採用し、又は変更するとき。 
 原材料を新規に採用し、又は変更するとき。 
 作業方法又は作業手順を新規に採用し、又は変更するとき。 
 その他、次に掲げる場合等、事業場におけるリスクに変化が生じ、又は生ずるおそれのあ

るとき。 
 労働災害が発生した場合であって、過去の調査等の内容に問題がある場合 
 前回の調査等から一定の期間が経過し、機械設備等の経年による劣化、労働者の入

れ替わり等に伴う労働者の安全衛生に係る知識経験の変化、新たな安全衛生に係る

知見の集積等があった場合 
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1.2.2. 保護方策の実施 

 
機械包括安全指針第３の７では 1.2.1.で対策が必要であると判定された危険性・有害性に対し

て、保護方策を実施し、リスクの低減を図ることが求められています。保護方策には、「本質的安

全設計方策」「安全防護および付加保護方策」「作業手順の整備、労働者教育、資格制限などの管

理的な方策」「個人用保護具」の 4 つの種類があります。 
 
保護方策をどれにするかを検討する場合には、以下の優先順位で検討します。 
 
① 本質的安全設計方策の実施（機械包括安全指針別表第 2 に定める方法その他適切な方法

のうち、機械への加工物の搬入・搬出又は加工の作業の自動化等可能なもの。） 
② 安全防護および付加保護方策の実施（別表第３に定める方法その他適切な方法、別表第

４に定める方法その他適切な方法） 
③ 残留リスクを労働者に伝えるための作業手順の整備、労働者教育の実施等 
④ 個人保護具の使用 

 
保護方策の実施によって新たな危険性・有害性が発生しないように注意することなども求めら

れており、保護方策の選定については、十分な注意が必要です。 
 
 
 

1.2.3. その他 記録等 
 
 
機械包括安全指針第 3 の 9 では、機械ユーザーに対してリスクアセスメントや実施した方策の

結果について記録を残し、保管することが求められています。さらに、機械メーカー等から提供

される機械の使用上の情報も保管することが必要です。 
 
また、そもそも自社の事業場に新たな機械を導入する際には、機械包括安全指針で掲げられて

いる事項に配慮した機械を採用することが必要であり、そのためには、発注の段階で機械メーカー

等に、この旨を伝えることが求められます。 
さらに、機械の使用が始まった後に、当該機械の安全に関する知見などが得られれば、機械ユー

ザーから機械メーカー等にその情報を提供することが求められています。 
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1.3. 機械包括安全指針と企業のリスク 
 
 
機械ユーザーにとって、自社内で労働災害が発生することは、企業経営上のリスクのひとつで

あることは言うまでもありません。 
実際に労働災害が発生していなくとも、コンプライアンスへの意識が年々高まる中、各種規則

への対応は必須です。 
 
以下では、日本国内の機械ユーザーに対して、従業員への安全配慮義務を問われた訴訟をご紹

介します。 
 

製本機手指切断事件（改進社事件） 

平成 9 年 1 月 28 日判決／最高裁判所第三小法廷 

 

 

1 審（平成 4 年 9 月 24 日／東京地方裁判所）にて安全配慮義務に関する判断が示され、2 審（平

成 5 年 8 月 31 日／東京高等裁判所）では、当該争点について 1 審の判決を引用している。上告

審において、当該争点は主要な争点となっていなかったが、逸失利益の算定に関して争われた結

果、事業主（およびその代表取締役）に対し約 216 万円の支払いが命じられた。1 審判決で示さ

れた主な関連事項は、以下の通りである。 
• 事業主は、製本機の使用方法や具体的な危険部分の指摘等の注意を行わず、当該被害者に

中綴じ作業を行わせていた。中綴じ作業については、作業に慣れない者が作業を行う場合

には、手指を挟む危険性がある。 
• 被害者は事故当日初めて作業を担当したため、事業主は、中綴じ作業の場合の危険性につ

いて具体的に注意を行い、さらに自ら作業を実践するなどして、安全な作業方法を教育す

るという安全配慮義務があった。 
• 事業主が安全配慮義務を怠った結果、本件事故が発生したものと認められるから、事業主

は被害者に対して、民法 415 条に基づき損害を賠償する責任がある。 
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荷物用リフト落下事件 

平成 8 年 2 月 13 日判決／東京地方裁判所 

 

 

（機械ユーザーである取引先企業の立場から見れば）自社の従業員でない本件被害者に対して

も、企業はその生命、身体の安全等を危険から保護するよう、信義則上の義務を負っていると判

断され、約 928 万円の支払いが命じられた。一方、被害者の雇い主の安全配慮義務違反は認めら

れず、賠償は命じられなかった。 
判決で示された主な関連事項は、以下の通りである。 
• 取引先企業と被害者の間には、直接の契約関係があったとはいえないが、取引先企業は、

自社の従業員を介して、被害者に対してリフトに乗ることを反復して指示した。 
• このような場合、取引先企業と被害者は、特別な社会的接触関係に入った者というべく、

取引先企業は、被害者の行為を裏付ける売買契約等の付随義務として、被害者のその生命、

身体の安全等を危険から保護するよう配慮すべき信義則上の義務を負っているというべ

きである。 
• 取引先企業は、自社の施設を利用する（本件被害者をはじめとする）第三者に対して、リ

フト搭乗禁止の趣旨を徹底せず、漫然と自社の従業員が被害者に対してリフトに搭乗する

よう指示していた事態を放置した結果、本件事故が発生した。 
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2. 機械使用段階におけるリスクアセスメントの基本的手法

 
 
機械に関わる災害は、機械の設計段階でメーカーが、機械の使用段階でユーザーがリスクアセ

スメントを適切に実施し、適切にリスク低減をすれば、予防することが可能です。 
本章では、ユーザーが行うべき、機械を使用する事業場における、リスクアセスメントの基本

的な実施方法について解説します。 
 
 

2.1. リスクアセスメントとは 
 
リスクアセスメントとは、「機械に内在するリスクの評価を系統的に実施する論理的手段」のこ

とをいいます。 
リスクアセスメントの全体像は、大きく分けて以下の１．～４．の項目で構成されています。

４．を受けて、５．を実施し、機械の安全化を図ります。 
下記の１．～５．について、順を追って解説します。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2 リスクアセスメントの実施フロー 

１．基本となる情報の収集と機械の 

使用状況の想定 

２．危険源の同定 

３．リスクの見積り 

４．リスクの評価 

リスクアセスメントの基本となる、機械メー

カーから受領した機械危険情報や取扱説明書等

を収集すると共に、リスクアセスメントを行う

機械の使用状況を想定する 

工程ごとに危険源・危険状態を探す 

危険源・危険状態がどの程度のリスクであるか

の見積りを行う 

リスクを評価し、リスクの大きさに応じたリス

ク低減策の優先順位を設定する 

具体的なリスク低減策を検討、実施し、実施し

たリスク低減策が適切であるかなどの再評価を

行う 

５．保護方策の検討・実施とリスクの 

再評価 
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 災害発生の実例がない機械もリスクアセスメントの対象に 

 
 

 
 

コラム：リスクアセスメントによる効果 

 
リスクアセスメントを実施することによって、次のことが可能になります。 

 

✓ リスクの全容（リスクの存在とリスクレベルの大小）を明確化すること 

✓ リスク低減策の必要性の有無とその優先順位を判断すること 

✓ 必要かつ適切なリスク低減策をとること 

✓ リスクアセスメントの繰り返し実施により、一層堅固な安全化を推進すること 

 

 

 ここで留意すべきことは、ある機械に過去の災害実例がない、又は少ないことか

ら、当該機械のリスクが低いと評価して、リスクアセスメントの対象外としてはな

らないということです。今まで幸運にも単に災害が起きなかっただけと考えるべき

といえます。 

機械包括安全指針に基づき、負傷・疾病の発生が合理的に予見可能である機械に

ついては、リスクアセスメントの対象としましょう。 
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2.2. リスクアセスメントの手順 
 
ここでは、図 2 の各項目について、具体的に解説します。 
まず、使用する用語の定義を示します。また、両頭グラインダーを例に、用語の意味を説明し

ます。 
 

 危険源：危害を引き起こす潜在的根源。 
例：高速回転する砥石 

 危険状態：人が少なくとも一つの危険源に暴露される状況。暴露されることが、直ちに又

は長期間に渡り危害を引き起こす可能性がある。 
例：回転する砥石の正面に人がいる状態 

 危険事象：危害をもたらしうる事象。 
例：グラインダを使用中、砥石が破損し、破片が飛散する事象 

 危害：身体的障害又は健康障害。 
例：破損した砥石の破片が目に刺さり、眼球を損傷する 
 

 
2.2.1. 基本となる情報の収集と機械の使用状況の想定 
 

 

 

リスクアセスメントの基本となる、機械メーカーから受領

した機械危険情報や取扱説明書等の必要な情報を収集・確認

するとともに、リスクアセスメントの対象となる、機械の使

用状況の想定を行う。 

 
本項の目的は、2.2.2「危険源の同定」において機械使用段

階における危険源を同定する上で必要となる、機械に関わる

基本的な情報を収集し、どのような状況で機械が使用される

かを明らかにすること。 

本項の内容を実施することで、どのような人が、どのような状態で機械と関わり合いを持

つかを明確にでき、本項以降のリスクアセスメントの実施手順を、スムーズに進めることが

できる。 

 
まず、機械使用段階のリスクアセスメントを行う上で、使用する機械そのものの危険性を把握

する必要があります。そこで、以下のような情報を収集し、その内容を確認しましょう。 
 
・ 機械の設置・使用等に関する法令等の情報 
・ 機械のメーカーから受領した、機械の危険情報（残留リスクマップ、残留リスク一覧） 
・ 機械の仕様書 
・ 機械の取扱説明書 
・ 機械に貼付されている警告ラベル 
・ 過去の対象機械、類似機械による事故情報 

本 項 の 目 的 ・ 効 果 

本 項 で 実 施 す る こ と 
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人と危険源が接近・接触すると災害が発生します。そこで次に、作業者等が機械にどのように

関わっているのか、使用状況の現状を調査します。調査においては作業工程を十分把握した上で、

さまざまな状況下での作業者の行動を見極めることが必要です。 
 
 

2.2.2. 危険源の同定 
 

 
機械に関連するすべての危険源を同定し、その危険源によ

る危険状態を同定する。同定した結果を、表でまとめる。 

 
本項の目的は、機械使用場の安全性向上のために、対策す

べき点を検討する上で必要となる、機械に関わる危険源を漏

れなく洗い出すこと。 

本項の作業を実施した結果、機械使用段階における危険性・有害性を洗い出し、危険源か

ら危害に至るプロセスを明確にできる。また、このプロセスを明確にすることで、必要な安

全対策を検討するための基礎資料が得られる。 

 
ここでは、危険源と危険状態の同定について解説します。危険源・危険状態の同定は、以下の

手順で行います。 
 
a. 機械に関連するすべての危険源を同定する 

→ 2.2.2.（１）「機械に関連する危険源の同定」にて解説 
 
b. 危険源と人との関係で危害（傷害、健康障害）が発生することが予想されるすべての危険

源・危険状態を同定する。 
→ 2.2.2.（２）「危害の発生が想定される危険源・危険状態の同定」にて解説 

 
この項で実施する作業は、表 1 に示すような表でまとめることで、この後の作業をスムーズに

進めることができます。 

本 項 の 目 的 ・ 効 果 

本 項 で 実 施 す る こ と 
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表 1 機械のリスクアセスメント ワークシート 
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（１） 機械に関連する危険源の同定 

 
機械に関連する危険源が存在するかどうか、存在する場合はどのような種類の危険源であるか

について確認します。 
 
危険源の種類は表 2 のように分類できます。これをチェックリストとして使いながら、該当す

る危険源がないかを確認するとよいでしょう。 
 

表 2 危険源の種類一覧 

No. 符号 危険源の種類 内容 

1 
A 
B 
C 

機械的な危険源 

A. 形状、位置、重力、質量/速度の運動エネルギー、機械強度不足 
B. 弾性要素、加圧下の液体/気体、真空効果の蓄積エネルギー 
C. 押しつぶし、せん断、切傷/切断、巻込み、引込み/捕捉、衝撃、

突刺し、擦過/こすれ、高圧流体の注入/噴出 

2 D 電気的な危険源 
充電部への直接/間接接触、高圧充電部への接近、静電気、短絡/過負
荷による熱放射、溶融物の放出 

3 E 熱的な危険源 
高温/極低温物体・材料への接触による火傷/熱傷 
高/低温環境による健康被害 

4 F 騒音による危険源 
過大な音源による聴力損失、平衡感覚喪失 
口頭伝達/音響信号の障害 

5 G 振動による危険源 振動工具などによる血管障害、劣悪な姿勢での全身振動 

6 H 放射による危険源 
低周波、マイクロ波、電磁波、紫外線、γ線、Ｘ線、レーザー光、α
波/β波/電磁ビーム、中性子線 

7 I 
材料/物質の危険
源 

機械で処理・加工・排出される有害性液体/気体への接触による傷害、
危険物の火災/爆発、ウィルス、微生物などの病原体による疾病 

8 J 
人間工学無視の危
険源 

無理な姿勢、照度の過不足、精神的なストレスなど人にエラーを誘発
させる機器/環境的な要素、手動制御器、表示器の不適切な設計・配
置 

9 K 
機械の使用環境の
危険源 

粉塵/ミスト、電磁妨害、雷、温度、汚染、雪、温度、水、風による

10 L 組合せの危険源 上記の危険源の組合せ 

ISO12100:2010 附属書 B 表 B.1 を参考に作成 
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 機械の関わり合いにおける危険源の同定 

 
 

 

 メーカーから提供を受けた機械危険情報の活用 

 
 

 

 機械によっては、機械メーカーがリスクアセスメントを行い、その結果を「機械

危険情報」として提供している場合があります。このような場合には、メーカーが

設定した使用条件と、実際の使用条件との相違を確認した上で、メーカーから提供

された情報を活用して、機械本体及び他の機械との関わり合いについて、リスクア

セスメントを行いましょう。 

 機械を使用する事業場には、複数の機械があり、場合によってはそれら複数の機

械が集まって一つの機能を発揮していたり、複数の機械が関わり合って一つの工程

を形作っていたりする場合があります。 

そのため、機械を使用する事業場の危険源の同定においては、単独の機械だけで

はなく、複数の機械が接続される箇所や、ある機械が存在することによって、他の

機械に与える影響（例えば、雰囲気や振動など）を考慮する必要があります。 
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（２） 危害の発生が想定される危険源・危険状態の同定 
 
（１）で同定した危険源の一つひとつに対して、表 3 に示す各作業等について危険状態となり

得る状況を、「着眼点」の内容をもとに具体的に検討します。 
※「災害発生シナリオの例」では、両頭グラインダーを想定した内容を記載しています。 
 

表 3 危害発生が想定される危険源・危険状態 

No. 検討すべき作業等 着眼点 災害発生シナリオの例 

1 機械の意図する使用

が行われる作業 

目的通りに機械を使用する作業におい

て、存在する危険性 

グラインダー停止後、まだ惰性回

転中の砥石を停止状態と誤認して

手を触れ、擦過傷を負う 

2 機械に他の機械等と

の関わり合いがある

場合 

目的通りに機械を使用する作業で、他

の機械との関わり合いにおいて存在す

る危険性 

グラインダーの設置箇所に隣接し

て、有機溶剤を使用する設備があ

る場所において、グラインダーを

使用して金属を研磨し、火花に引

火して爆発する 

3 機械の合理的に予見

可能な誤使用が行わ

れる作業 

機械の機能、能力等から想定される

ユーザーの誤った使用方法とそれに関

わる危険な状態 

停電で研削作業中断後、起動ス

イッチの状態を確認しないまま砥

石交換を行い、停電復旧時の不意

の起動で回転軸に指を巻き込まれ

る 

4 機械に故障、異常等が

発生している状況に

おける作業 

機械に故障、異常等がある場合に発生

しうる危険性 

回転制御部の故障により砥石が規

定以上の高速回転となり、回転の

ブレにより砥石が外れて作業者に

ぶつかりケガをする 

5 運搬、設置、試運転等

の機械の使用の開始

に関する作業 

機械の運搬、設置、試運転といった機

械を使用するための準備作業において

発生しうる危険性 

設置作業の際、水平でない場所に

置いたため、グラインダーが落下

して足をケガする 

6 機械を使用する人以

外の人が機械の危険

性または有害性に接

近すること 

オペレーター、保守／調整担当者、周

辺の作業者、第三者などに及ぶ可能性

のある危険性 

グラインダーの起動スイッチが飛

び出て取り付けられており、歩行

者が誤って衝突して、意図せず起

動し、回転部に触れてケガをする

7 解体、廃棄等の機械の

使用の停止に関する

作業 

機械を解体する際や廃棄する際などに

発生しうる危険性（廃棄する場合には、

廃棄の方法についても同定の対象とす

る） 
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2.2.3. リスクの見積り 
 

 
危害の程度、発生可能性などの観点から、同定された危険

源、危険状態について、どの位のリスクがあるのかの見積り

を行う。さらに、見積った結果を、危険源・危険状態との対

応がわかるように表でまとめる。 

 
本項の目的は、現状のリスクが適切なレベルであるかどう

か、リスクを低減する必要があるかどうかを検討するために、

現状のリスクがどの程度であるかを把握すること。 

本項の内容を実施した結果、2.2.4「リスクの評価」において、どの危険源に対して優先的

に対策を行うべきかを判断する際の基礎情報が得られる。 

 
ここでは、リスクの見積りの手法を解説します。 
リスクの見積り手法は、様々なものが検討されており、各企業は自社に適用しやすい手法を選

ぶことができます。場合によっては、機械メーカーが実施した手法に基づく結果を確認すること

もありますので、それぞれの手法について知識を得ておくことが望まれます。 
代表的なリスクの見積り手法を以下に解説します。 

 
表 4 代表的なリスクの見積り手法一覧 

リスクの 

見積り手法 
概要 特徴・備考 

リスクグラフ法 リスク見積りの観点それぞれについて、二者択一

（一項目のみ三択）で評価を行う手法 

区分が単純なため初心者で

も評価しやすい 

マトリクス法 「危害の程度」と「危害が起こる可能性」の２つの

観点でリスクを見積る手法 

それぞれのリスクをマトリ

クス上に表示でき、視覚的に

分かりやすい 

加算法 マトリクス法の観点において、「危害が起こる可能

性」を「暴露頻度」と「回避可能性」に分割し、観

点ごとに数値を割り当てて加算する手法 

多く観点で見積りを行うた

め、詳細な見積りができる 

 
 

 手法・パラメータについて 

 
 

 ここで示した手法や各観点における基準は一例であり、各手法の利用や基準の程

度は、業界の動向などを踏まえ、自社で定める必要があります。 

まず、本テキストにおける基準をもとに、必要に応じて見直しを行い、自社で使

用する基準を明確にして作業を行いましょう。 

本 項 の 目 的 ・ 効 果 

本 項 で 実 施 す る こ と 
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（１） リスクグラフ法 
リスクグラフ法では、表 5 の判定基準に基づき、表 6 を用いて、以下の手順でリスクの見積り

を行います。 
 
１． 機械が人に危害をもたらすものと仮定し、危害の程度を軽度（Ｓ１）あるいは重度（Ｓ

２）なものかを見積ります。 
２． 危険事象の発生頻度が、まれ（Ｆ１）か頻繁（Ｆ２）かを見積ります。 
３． 危害を回避できる（Ａ１）か否（Ａ２）かを見積ります。 
４． 最終的にリスクレベルが大きな数字になるほど、対策の優先度が高いものになります。 

 
表 5 リスク見積りにおける判定基準 

項目 レベル 判定基準 

軽傷（S1） 
軽微な危害 （不休災害、回復可能で障害が残らない危害）

例えば、すり傷、裂傷、挫傷で応急処置を要する軽い傷害

危害の程度 

（S） 

重傷（S2） 

深刻な危害（回復可能だが休業を要する災害、回復不可能な

障害、致命傷） 

例えば、骨折、重度の火傷、上下肢の粉砕、挫滅、筋骨格

障害、致命傷 

まれ（F1） 
１作業シフトあたり１回以下の危険源曝露 

または、１作業シフトあたり１５分以下の危険源暴露 曝露頻度 

（F） 

頻繁（F2） 
１作業シフトあたり２回以上の危険源曝露 

または、１作業シフトあたり１５分を超える危険源暴露 

回避可能（A1） 

いくつかの条件下で傷害を回避可能 

・ 可動部分が 0.25m/秒以下の速度で動く場合で、危険源

の存在に気づいており、危険状態、危険事象(事故)が迫っ

ていることを認識している 

・ 特定の条件（温度、騒音、人間工学など）による 

回避可能性 

（A） 

回避不可能（A2） 回避が不可能 

 



機械ユーザー向け 機械災害予防セミナー 

＜機械ユーザーのリスクアセスメントの基礎＞ 

 

21 

 
表 6 リスクグラフ法によるリスク見積り 

危害の程度 暴露頻度 回避可能性 リスクレベル 

可 能（A1） 1 
まれ（F1） 

不可能（A2） 2 

可 能（A1） 3 

軽 傷 

（S1） 
頻繁（F2） 

不可能（A2） 4 

可 能（A1） 5 
まれ（F1） 

不可能（A2） 6 

可 能（A1） 7 

重 傷 

（S2） 
頻繁（F2） 

不可能（A2） 8 

 
 
 

コラム：リスクグラフ法 

 
この手法は、上記のとおり危害程度、暴露頻度、回避可能性のそれぞれについて、

二者択一で見積りを行うものであり、区分が単純なため初心者に適した手法です。 

 

リスクグラフ法は、ISO/TR 14121-2:2007、ISO13849-1：2006 及び JIS B 

9705-1:2000 に示されているものをベースにしています。 
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（２） マトリクス法 

マトリクス法は、リスクを 2 つの観点「危害の程度」と「危害が起こる可能性」の組み合せと

して見積る手法です。マトリクス法では、以下の手順で見積りを行います。 
１． リスクが顕在化したときの危害の程度を見積ります（表 7 参照）。 
２． 危害が起こる可能性を見積ります（表 8 参照）。 
３． 表 9 のマトリクス表から、リスクレベルが判定できます。よりリスクレベルが高いもの

を、優先的に対策する必要があります。 
 

 「危害が起こる可能性」の判断方法 

 
 

 
表 7 危害の程度（S）（マトリクス法） 

危害の程度（S） 危害の程度の判定基準（括弧内は目安の例） 

微傷（S1） すぐに治る傷害 

軽傷（S2） 治療を要する不休災害 

重傷（S3） 休業、後遺障害８～１４級 

重大（S4） 死亡・後遺障害１～７級や、３人以上の死傷 

 
表 8 危害が起こる可能性（K）（マトリクス法） 

危害が起こる可能性（K） 発生可能性の判定基準（括弧内は目安の例） 

まれ（K1） 数年に１回程度かそれ以下 

たまに（K2） １年に１回程度 

時々（K3） ２月に１回程度 

頻繁（K4） １週に１回以上 

 
表 9 リスクの見積りマトリクス表 

危害が起こる可能性   

まれ（K1） たまに（K2） 時々（K3） 頻繁（K4）

微傷（S1） 1 2 2 3 
軽傷（S2） 2 2 3 4 

重傷（S3） 3 3 4 5 

危
害
の
程
度 重大（S4） 3 4 5 5 

 
「危害が起こる可能性」としては、以下の 3 つの要因を総合的に判断して見積り

ます。 

①人が危険源へさらされる頻度（時間） 

②危険事象の発生確率 

③危害の回避の可能性 

 

しかし要因ごとの影響度は必ずしも一定ではなく、事象に応じて適切に判断する

必要があります。すなわち、①～③のうち、どれが「危害の起こる可能性」におい

て重要なのかを判断し、リスクの見積りを行わなければなりません。 
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（３） 加算法 

加算法は、それぞれの観点を数段階に分けて、各段階に重み付けをした数値を割り当て、それ

らを加算する手法です。ここでは「危害の程度」「暴露頻度」及び「回避可能性」の３つのリスク

要素に分けた例を紹介します。 
加算法は以下の手順でリスクの見積りを行います。 
 
１． 危害の程度（S）を判定基準に基づいて見積ります（表 10 参照） 
２． 暴露頻度（F）を判定基準に基づいて見積ります（表 11 参照）。 

３． 回避可能性（A）を判定基準に基づいて見積ります（表 12 参照）。 

４． 各要素のレベルを足し合わせ、その合計値からリスクレベルを判断します（表 13参照）。 
 

 加算法における評価 

 
 
 

表 10 危害の程度（S）（加算法） 
危害の程度（S） 危害の程度の判定基準（括弧内は目安の例） 

微傷 （1） すぐに治る傷害 

軽傷 （4） 不休災害 

重傷 （6） 休業、後遺障害８～１４級 

重大（10） 死亡・後遺障害１～７級や、３人以上の死傷 

 
表 11 暴露頻度（F）（加算法） 

暴露頻度（F） 暴露頻度の判定基準（括弧内は目安の例） 

まれ（1） 半年に 1 回程度かそれ以下 

時々（2） 1 週間に 1 回程度 

頻繁（4） 1 日に 1 回程度かそれ以上 

 
表 12 回避可能性（A）（加算法） 

回避可能性（A） 回避可能性の判定基準（括弧内は目安の例） 

ほとんどない（6） 危険の検知や回避は無理 

可能性がある（4） よほど注意しないと危害が発生 

可能性が高い（2） 注意していれば検知可能／回避可能 

確 実（1） 危険は容易に検知／回避可能 

 

 加算法では、まずマトリクス法と同様に各リスク要素の程度を推定し、それぞれ

のリスク要素の推定結果からリスクレベルを決定します。リスク要素の推定におい

て、数値を割り当てていくことがこの手法の特徴です。 
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表 13 加算法によるリスクのレベル分け 

加算値（S＋F＋A） 判断 リスクレベル（R） 

12～20 極めて重大なリスク 4 

8～11 重大な問題があるリスク 3 

5～7 多少の問題があるリスク 2 

3～4 些細なリスク 1 
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2.2.4. リスクの評価 
 

 

 

リスクの見積りの結果をもとに、現状のリスクが適切なレ

ベルであるかどうか、リスクを低減する必要があるかどうか

を検討・決定し、対策の優先順位を決定する。結果は、リス

クの見積り結果との対応がわかるように、表などでまとめる。

 
本項の目的は、機械に関わるリスクについて、効率的かつ

効果的にリスク低減対策を検討するための基礎情報を得るこ

と。 

本項の内容を実施することによって、リスクを低減する必要があるリスクが明確になり、

どのリスクから低減対策に取り組むべきかが明らかになる。 

 
2.2.3「リスクの見積り」で見積ったリスクについて、そのリスクレベルに応じた対策の必要性

を、個別のリスクに優先順位をつけることで決定します。 
なお、リスクの見積りの仕方（見積りの手法や判定基準など）によって、見積り結果のリスク

レベルが異なる場合があります。リスクの評価を行う際は、リスクの見積り結果との関係を確認

しましょう。ここでは、リスクの見積りにおいてリスクグラフ法を使用した場合について解説し

ます。 
 
リスクグラフ法による見積り結果（リスクレベル）に応じた対策優先順位は表 14 のように分

類することができます。 
リスクレベルが 1 であるならば、そのリスクは受け入れ可能であり、新たに保護方策を施す必

要はなく、従来から行われている安全管理の範疇で対応できると考えられます。リスクレベルが

２以上の場合には、それぞれレベルに応じた保護方策を講じる必要があるため、2.3.（１）で解

説する「保護方策の検討及び実施」を行うことになります（具体的な実施内容は、2.3.（１）参

照）。 
 

表 14 リスクグラフ法によるリスク見積り・評価 
危害の 

程度 
暴露頻度 回避可能性 

リスク 

レベル 

対策 

優先順位 

可 能（A1） 1 対策不要 
まれ（F1） 

不可能（A2） 2 

可 能（A1） 3 

 

軽 傷 

（S1） 頻繁（F2） 
不可能（A2） 4 

優先順位Ⅲ 

（リスク低） 

可 能（A1） 5 
まれ（F1） 

不可能（A2） 6 

優先順位Ⅱ 

（リスク中） 

可 能（A1） 7 

重 傷 

（S2） 
頻繁（F2） 

不可能（A2） 8 

優先順位Ⅰ 

（リスク高） 

 

本 項 の 目 的 ・ 効 果 

本 項 で 実 施 す る こ と 
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リスクの見積りを行った結果として、リスクグラフ法により実施した例を表 15 に示します。 
 

表 15 リスク評価の実施例（リスクグラフ法） 
リスク要素 危険が発生

する箇所 S F A 
No. 

危険の 

内容 

作業等の

内容 

危険事象シナリオ 

と 

危害の程度 
S1 

S2 

F1 

F2 

A1 

A2 

リスク 

レベル

（1～8）

優先 

順位 

Ⅰ～Ⅲ

砥石表面 
1 

擦過/こすれ 

調整作業 

 

研削作業 

運転中で砥石が回転して

いる事に気づかず、停止状

態と誤認してうっかり手

を触れて、手指を挫傷 

S1 F2 A2 4 Ⅲ 

砥石、フラン

ジ、回転軸 

2 擦過/こすれ 

引込み、巻込

み 

調整作業 

停電で研削作業中断後、停

電が復旧した時にグライ

ンダが不意に起動し、回転

軸、フランジなどに指を巻

込まれて切断 

S2 F1 A2 6 Ⅱ 

砥石表面 
3 

擦過/こすれ 

調整作業 

 

研削作業 

スイッチで電源 OFF 後、惰

性で回転中の砥石を停止

状態と誤認し、うっかり手

を触れて、手指を挫傷 

S1 F2 A2 4 Ⅲ 

砥石表面 

4 

巻込み 

調整作業 

 

研削作業 

フランジの変形、損傷によ

る砥石のぶれ、振動などの

予期せぬグラインダの挙

動で、砥石に手指を巻込ま

れ挫滅創 

S1 F2 A2 4 Ⅲ 

5 

砥石、フラン

ジ、回転軸 
調整作業 

電源を切り忘れて、砥石交

換/調整作業中に、スイッ

チに触れ不意の起動で回

転軸やフラ 

S2 F1 A2 6 Ⅲ 

 

 リスクの評価実施後の対応 

 
 
 

 リスク低減対策を必要とする場合は、2.3「保護方策の検討・実施とリスクの再評

価」により保護方策を立案し、リスクの再評価を実施して、リスクが適切なレベル

になったかどうか確認します。 

また、新たな保護方策をとることにより新たな危険源が生じないかについても再

チェックし、新たな危険源が生じた場合には、危険源の同定から、再度リスクアセ

スメントの手順を繰り返す必要があります。 
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2.3. 保護方策の検討・実施とリスクの再評価 
 

 

 

リスクの評価結果を踏まえて、リスク低減が必要とされた

項目について、具体的な保護方策を検討し、実施するととも

に、十分にリスク低減が図られたか、新たな危険が発生して

いないかを再度評価する。 

保護方策の実施結果と、再評価の結果は、2.2.4 までで作成

した表に書き足し、まとめる。 

 
本項の目的は、リスク低減のための保護方策を検討し、そ

れを再評価して、必要に応じて追加の保護方策を実施するこ

とにより、確実にリスクを低減すること。 

本項の内容を実施することで、機械を安全なものとするための的確な保護方策を選択して、

リスクを低減することができる。 

また、検討した保護方策によりリスクの低減が十分にできているかを確認することで、保

護方策の効果を確認し、必要に応じてさらなる保護方策の検討を行うことができる。これら

により、より安全な機械が実現できる。 

 
リスクアセスメントの手順としてここまで解説してきた事項は、機械を安全なものとするため

の保護方策を効果的に実施するための背景情報となっています。保護方策を実施し、リスクが低

減されてこそ、リスクアセスメントの実施が意味を持つことになります。 
この項では、保護方策の検討の考え方および保護方策選定にあたっての観点を解説します。 

 
 
（１） 保護方策の検討及び実施 
 
リスク低減のための保護方策は大きく４つ（小分類を含めれば５つ）に分類することができま

す。1.2.2「保護方策の実施」で解説したように、機械包括安全指針では、機械ユーザーにおいて

とるべき保護方策の優先順位が以下のように示されています。 
 

本質的安全設計方策のうち可能なもの11

安全防護等

安全防護

22

2-12-1

2-22-2 付加保護方策

作業手順の整備、 労働者教育等33

個人用保護具の使用４４

 
図 3 保護方策の優先順位 

本 項 の 目 的 ・ 効 果 

本 項 で 実 施 す る こ と 
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本質的安全設計方策 
機械そのものの危険性を除去する方策です。機械包括安全指針で示された方法や、その他適切

な方法による本質的安全設計方策で可能なものを行うことが必要です。 
例えば、「機械への加工物の搬入、搬出又は可能の作業の自動化」、「機械の転倒等を防止するた

め、機械自体の運動エネルギー、外部からの力等を考慮し安定性を確保すること」、「有害性のな

い又は少ない物質を使用すること」などがあります。 

   

 
 

 
安全防護 
順位２－１の「安全防護」とは、一般的に機械の外側に後付けするもので、カバー、柵、各種

の電気・電子的な保護装置が含まれます。 
この方策は、最も実行しやすく、かつ効果的に安全確保を図ることができ、機械ユーザーにお

いては、効果的な保護方策と位置付けられます。 
 
 

付加保護方策 
順位２－２の「付加保護方策」とは、非常停止ボタンのように人為的操作に期待する保護方策

などのように、「本質的安全設計方策」でも「安全防護」でもない技術的、工学的な方策のことを

いいます。名称のとおり順位１、２－１の方策に付加して安全機能を補うものです。 
 
 

作業手順の整備、労働者教育等 
順位 3 の「作業手順の整備、労働者教育等」は、順位１から２－２の方策でリスクの低減を図っ

たものの、残留リスクが存在する場合、労働者に伝えるための手段と考えるべきものです。作業

手順書、警告ラベルや注意表示などに危険に関する情報を記載して、作業者等が確認できるよう

にします。また、これらに関する教育を実施することも必要です。 
容易にできるからといって、本来、順位１から２－２の方策でできるはずのものをこの方策で

代用してはなりません。 
 
 

個人用保護具の使用 
順位 4 の「個人用保護具の使用」とは、保護メガネや防塵マスク、安全靴など、作業者等を守

るために、保護具を使用するということです。 
この保護具は、当然のことながら、危険性、有害性に応じた性能を確保する必要があります。 

 機械のユーザーにおけるリスクアセスメントにて、機械の本質安全化が必要であ

ると判断された場合で、かつメーカーにて対応することが望ましいと判断された場

合には、その内容を機械メーカーに伝達し、機械の本質安全化を図るよう要求する

ことが望まれます（4.1.2 参照）。 
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コラム：保護方策の考え方 

 
保護方策を考える前に、次の事項を前提として認識しておきます。 

 

①人はミスをする 

②機械は故障する 

③絶対安全は存在しない 

 

保護方策を実施する上でこの３項目の考慮が欠けていれば、ミスや故障が影響して保護方策

が機能しない可能性もあります。 

 

そのため、以下の 2 点を念頭に置き、ミスや故障が起こることを前提にした保護方策を考

えれば、安全性を高めることができます。 

・ 人に依存する方策ならば、ヒューマンファクターを十分考慮する。 

・ 機械に依存する方策ならば、故障時に人に危害を及ぼさないように構成する。 
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（２） リスクの再評価 
 
リスクの再評価の概要 

前節までで示したように、リスクアセスメントでは 2.2.1「基本となる情報の収集と機械の使用

状況の想定」から 2.2.4「リスクの評価」でリスクの存在とその大きさを求め、その後、リスクの

高いものについては 2.3.（１）「保護方策の検討及び実施」で各種の保護方策を適用してリスク低

減を図ります。 
ただし、保護方策を立案しただけでは、その方策が当該のリスク低減に適切、妥当なものかど

うかが明確にはならないため、2.3.（１）に続く次の手順として保護方策の再度見直し、すなわ

ち「リスクの再評価」が必要です。 
 

 リスクの再評価における見直しの対象 

 
 
 

リスクの再評価方法 
保護方策を立案した場合、その保護方策の妥当性及びリスクの低減レベルの妥当性について

チェックします。ここでいうリスクの再評価とは、次のことをいいます。 
 適切な保護方策かどうかの検証 
 妥当性の確認 
 保護方策を施した状態での「危険源の同定」 
 「リスクの評価」までのリスクアセスメントの再実施 

 

 「リスクの再評価」では、保護方策の見直しばかりでなく、例えば制御手段によ

る方策などの場合には、使用するデバイスの安全性能を勘案して、そのデバイスを

使用することが適切であるかについても検討する必要があります。 
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機械危険情報提供ガイドラインの活用 
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3. 機械危険情報提供ガイドラインの解説 

 
本項の参考となる資料 → 「～機械メーカー向け～ 機械ユーザーへの機械危険情報野提供に

関するガイドライン」 

 

3.1. ガイドラインの概要 
 
機械危険情報提供ガイドライン（以下、「ガイドライン」という）は、機械ユーザーでの労働災

害を防止するため、機械ユーザーの事業場においてリスクアセスメントの実施が推進されるよう、

機械譲渡時の機械メーカー等から機械ユーザーに対する機械危険情報の提供のあり方を示してい

ます。 
 
機械包括安全指針との関係 
 

ガイドラインが解説している内容は、機械包括安全指針 別表第 5「使用上の情報の内容及び提供

方法」に示されている「機械の残留リスク等に関する情報」を「取扱説明書等の文書の交付」によっ

て提供する際に、機械メーカー等が実施すべき取組であり、基本的な実施事項の目安を提示してい

ます。 

機械を労働者に
使用させる事業者の
実施事項

設計段階のリスクアセスメント

① 本質安全設計方策の実施

保護方策の実施

使用段階のリスクアセスメント

機械の製造等を
行う者の実施事項

本ガイドラインの言及範囲 別表第5「機械の残留リスク
等に関する情報」を「取扱説
明書等の文書の交付」によっ
て提供する際の望まれる
取組を解説

② 安全防護及び付加保護方策の実施

③ 使用上の情報の作成

① 使用上の情報の確認

② 作業における危険源の同定

③ 危険源ごとのリスクの見積り

④ リスク低減の検討

保護方策の実施

使
用
上
の

情
報
の
提
供
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なお、ガイドラインが解説する機械危険情報の提供方法は、最低限必要と考えられる基本的な

取組に関するものですので、機械メーカー等は、ガイドラインで示した基本的な内容に加えて、

一層の労働災害防止に寄与する、より積極的な情報提供に取り組むことが望ましいとされていま

す。 
 

3.1.1. ガイドラインの対象 
 
 

（１） 対象事業者 
ガイドラインは、機械メーカー等を対象としており、具体的に以下の４つの事業者が挙げられ

ています。 
機械ユーザーからは、自社が使用する機械について、以下に示すような各事業者に情報提供を

依頼することができます。 
 
 

① 機械の製造・輸入を行う事業者 

② 機械ユーザーへ機械の販売を行う事業者 

機械の製造を行わず販売のみを行う事業者は、機械を販売する際に機械メーカーから

必要な情報を入手し、機械ユーザーに提供する。 

③ 中古機械の販売を行う事業者 

中古機械を販売する事業者は、それまで機械を使用していたユーザーが機械を購入し

た際に受け取った情報を入手し、新たな機械ユーザーに提供する。また、それまで機械

を使用していた機械ユーザー内で作業者による改造がなされていないかを確認し、改造

があればその改造に関する情報を付加して提供する必要がある。 

④ 複数の機械から構成されるシステムを機械ユーザーに提示するシステムインテグ

レーター 

機械単独ではなく、複数の機械がシステムとして使用される場合には、そのシステム

のとりまとめを行う者（インテグレーター）が、本ガイドラインで述べる情報を機械メー

カーから入手し、機械を組み合わせることにより出現した新たなリスクに対して、機械

メーカーと同等のリスクアセスメントとリスク低減の保護方策を実施したうえで、本ガ

イドラインで述べる各種情報を機械ユーザーに提供する必要がある。 

 
 
 



機械ユーザー向け 機械災害予防セミナー 

＜機械危険情報提供ガイドラインの活用＞ 

 

34 

 
 
（２） 対象とする機械 
日本国内のすべての労働現場で使用される機械（主として一般消費者の生活の用に供される機

械を除く。）を対象とします。 
 
 
 

（３） 対象とする機械の運用段階 
機械メーカーが想定した、機械ユーザーが作業を行う（機械を運用する）段階に関わる情報と

します。機械メーカー等のみが実施する作業については対象としません。 
具体的には、以下の業務についての運用段階の情報が対象として挙げられます。 
 

機械メーカー等が機械ユーザーにおいて行うこととした、 
• 運転準備の業務 
• 運転の業務 
• 保守の業務    等 

※ 機械によっては、上記に加えて機械ユーザーが行う設置・解体の業務が含まれる場合がある。
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3.1.2. ガイドラインで解説する具体的な情報提供の例 

 
ガイドラインでは、以下の２つの文書の作成などについて解説しています。 
 

 
【機械メーカー等が作成する次の文書による情報提供】 

 機械ユーザーによる保護方策が必要な残留リスクマップ（以下、残留リスクマップ） 

安全に機械を運用することにより労働災害を防止するため、機械メーカー等が想定した、機

械ユーザーが行うべき保護方策と関連する残留リスクに関する情報（機械ユーザーがリスク

アセスメントを実施するために必要な情報および機械ユーザーが行う具体的な危険回避策）

を、絵や図面等に示した文書。 

 

 機械ユーザーによる保護方策が必要な残留リスク一覧（以下、残留リスク一覧） 

安全に機械を運用することにより労働災害を防止するため、機械メーカー等が想定した、機

械ユーザーが行うべき保護方策と関連する残留リスクに関する情報（機械ユーザーがリスク

アセスメントを実施するために必要な情報および機械ユーザーが行う具体的な危険回避策）

を一覧にした、箇条書きまたは表の形態で掲載した文書  

 

 ガイドラインで解説する情報提供 
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（１） 残留リスクマップのイメージ図 

 
残留リスク一覧を参照する形式の場合 
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残留リスク一覧を参照しない形式の場合 
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（２） 残留リスク一覧のイメージ図 

 

 
 
 

（３） 情報提供の形態 
 
残留リスクマップと残留リスク一覧は、取扱説明書内に記載することを前提としています。記

載にあたっては、取扱説明書の冒頭など、機械ユーザーが認識しやすい箇所に記載されます。 
また、機械ユーザーが必要に応じてすぐに参照できるよう、単独の資料として容易に閲覧でき

るようになっている場合もあります（取扱説明書内の記載に加え別資料としても提供され、容易

にコピーできるように配慮して取扱説明書内に記載される等）。 
情報提供にあたっての媒体は、機械メーカー等から紙媒体、電子データまたはその両方のいず

れかで提供されることとなっています。 
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3.2. 提供された情報の活用方法 
 

機械ユーザーがリスクアセスメントをする場合に、残留リスクマップ・残留リスク一覧が参考

になる場面は多くあります。 
 
 

3.2.1. 新たに機械を導入する場合の活用方法 
 
以下では、新たに機械を導入する際に、「リスクアセスメントの基本的手法」で解説した各事項

に応じて、残留リスクマップ・残留リスク一覧の具体的な活用方法を解説します。 
 
残留リスクマップ・残留リスク一覧は、その機械のリスクアセスメントの実施結果に基づき、

必要な保護方策について具体的に言及されている情報です。機械ユーザーがリスクアセスメント

を行うにあたり、残留リスクマップ・残留リスク一覧を活用することで、そこで特定されている

リスクの洗い出しの漏れを防ぐことができます。 
 
 

（１） 「基本となる情報の収集と機械の使用状況の想定」について       
 
新たに機械を導入する場合は、その機械の供給者である機械メーカー等から、残留リスクマッ

プ・残留リスク一覧を入手しておくことが重要です。もし、情報が提供されていない場合は、機

械メーカー等に対して提供を依頼します。 
 
残留リスクマップ・残留リスク一覧は、取扱説明書などで指定されている、仕様や使用条件を

満たす場合を想定して作成されています。残留リスクマップ・残留リスク一覧を利用する前に、

自社での機械の使用状況が仕様等に合致しているかどうかを確認しましょう。万が一、合致しな

いことが判明した場合は、合致する別の機械に変更するか、合致するような使用状況となるよう、

対策を実施してください。 
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（２） 「危険源の同定」「リスクの見積り」「リスクの評価」について        
 
残留リスクマップ・残留リスク一覧に挙げられている事項は、機械ユーザーに保護方策の実施

を求めているものであるため、原則として、危険源の同定・リスクの見積り・リスクの評価のプ

ロセス（保護方策が必要か否かについて判断するプロセス）を実施しなくてもよいといえます。 
ただし、残留リスクマップ・残留リスク一覧には、実際に機械を設置した場所の個別の事情に

よって発生する、機械メーカーが想定できていない新たなリスクについては記載されていません。

そのため、このようなリスクについては、機械ユーザー自身で危険源の同定、リスクの見積り、

リスクの評価を行う必要があります。 
 

 

 

（３） 「保護方策の検討・実施とリスクの再評価」について 
 
残留リスクマップ・残留リスク一覧には、機械ユーザーが実施すべき保護方策が、機械メーカー

が把握できる範囲で具体的に指定されています。 
 
まず、機械ユーザーは、残留リスクマップ・残留リスク一覧に記載された保護方策について、

自社の設備、作業、周囲環境等に関係する内容であるか否かを確認し、その上で保護方策が必要

であるか否かを確認する必要があります。自社に関係し、保護方策が必要な項目については、記

載された保護方策を実施しましょう。ただし、残留リスクマップ・残留リスク一覧で指定された

保護方策について、自社に必要な保護のレベル（例：防塵マスクの仕様、換気レベル）を決定す

るために、さらに詳細なリスクアセスメントを必要とする場合もあります。 
さらに、その保護方策を実施した場合を想定して、リスクの再評価を行うことが必要です（2.3

参照）。残留リスクマップ・残留リスク一覧に挙げられている保護方策が、自社にとって十分にリ

スクを低減するものであることを確認してください。 
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3.2.2. 機械の利用状況が変わる場合の活用方法 

 
すでに機械が導入され、リスクアセスメント結果に基づいて作業手順が定められていたものの、

機械周囲の環境が変わったり、作業内容が変更されることによって、機械の使用状況が変わる場

合は、保護方策の見直しが必要です。保護方策の見直しにあたっては、改めてリスクアセスメン

トを実施することになります。 
 
このような場合でも、残留リスクマップ・残留リスク一覧を活用する前には、機械の使用状況

の変更が、機械の仕様・使用条件に合致していることを確認することが必要です（例：使用材料

に指定がある機械において、材料を変更する場合）。 
合致していることが確認できれば、原則として、既に実施されている保護方策については、再

評価が不要となります。ただし、自社に必要な保護のレベルが変わる場合がありますので、その

可能性がある場合には、再評価を行う必要があります。また、使用状況が変わったことで、以前

は該当しなかった残留リスクや保護方策がないか、残留リスクマップ・残留リスク一覧の内容を

確認してください。 
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4. 継続したリスクアセスメントの実施に向けて 

 
 

4.1. 継続したリスクアセスメント実施に向けた環境整備 
 

4.1.1. 社内への働きかけ 
 
継続的にリスクアセスメントを実施するには、まず、社内の環境を整えることが必要です。社

内における対応としては、以下のような項目が考えられます。 
 
（1） 適切なリスクアセスメント実施のための社内体制の構築 

（リスクアセスメントに関わる各部門の役割の明確化、担当者の選任） 
（2） リスクアセスメントの実施タイミングの明確化 

（マニュアル・手順書・チェックリスト等の作成、運用） 
（3） 従業員への教育 

（教育資料の作成、教育の実施）               など 
 
上記各項目について、詳しく解説します。 
 

 トッブダウンで活動を 

 
 
 

（１） 適切なリスクアセスメント実施のための社内体制の構築 
 
リスクアセスメントに誰が参加して実施するかを明確にしましょう。リスクアセスメントに関

わる体制としては、1.2.1「機械使用段階でのリスクアセスメントの実施」に示したとおりですが、

より具体的には以下のような知識・能力を持つ者が参加して実施することが重要です。これらの

部門において、担当者を選任し、リスクアセスメントが適切に実施できる体制を構築しましょう。 

 こういった活動を継続的に実施するには、トップダウンで実施することが有効で

す。 

組織のトップが、「安全は何にも優先して重要なものである」ということを宣言し、

従業員にその重要性を認識させる必要があります。また、ただ漠然と活動を行うの

ではなく、目指すべき到達点（目標）を示して、それに向けて会社全体で活動を行っ

ていくことが望まれます。 
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・ 機械を使用する製造現場の工程設計に関する知識を持つ者（生産技術部門） 
・ 機械を使用して行う作業に関する知識を持つ者、機械を使用して作業を行う者（製造部門） 
・ リスクアセスメントの専門家（安全管理部門） 
・ 機械の使用場で製造する製品の設計者（設計部門） 

 
 

（２） リスクアセスメントの実施タイミングの明確化 
 
体制を整えた上で、リスクアセスメントを継続的に実施するには、いつ、どのような場面で実

施する必要があるのかを明確にし、業務フローに組み込むことが望まれます。 
ここでポイントとなるのが、リスクアセスメントを一度実施し、保護方策を行えば、今後も永

久に安全が確保されるとは限らない点です。 
作業者等が意識せずに、機械の使用条件や使用状況、周囲の状況などが変更されている場合が

あるため、定期的に変更がないことを確認することが重要です。定期的なチェックの中で、使用

条件等の変更が見つかれば、そのタイミングでリスクアセスメントを実施しましょう。また、使

用条件等の定期チェックの際には、実施されているはずの保護方策が適切に機能しているか否か

を、併せて確認するとよいでしょう。 
 
 

（３） 従業員への教育 
 
リスクアセスメントに直接関わる従業員に対して、リスクアセスメントの手法等について教育

を行うことは当然として、機械に関わる作業を行う又は行う可能性のある従業員に対しても、安

全確保の重要性と、作業する上で心得ておくべきことなどを周知、徹底することが必要です。 
従業員への教育は、以下のような場合が考えられます（括弧内は教育内容の例）。 
 

・ 新規機械の導入時（機械の用途、使用目的と動作内容） 
・ 機械、製造工程、作業手順等の変更時（変更点と注意事項） 
・ 担当作業の変更時（作業内容と注意事項） 
・ 定期的な実施（内容の再周知） 
・ 機械に関わる事故の発生後（事故の内容と原因、対策） 
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4.1.2. 社外（機械メーカー等）への働きかけ 

 
機械の安全性確保、安全性向上について、ユーザーが実施できることには、場合によって限界

があります。 
そのため、機械のメーカーに対応してもらうことが必要と判断した場合（2.3.（１）内「本質

的安全設計方策」参照）などには、以下のような対応を行いましょう。 
 
（1） 情報提供の依頼 

機械危険情報の提供、リスクアセスメント結果の提供、取扱説明書の再発行などを依頼す

ることが考えられます。 
必要な情報を十分に得るには、その機械を最もよく知るメーカーに確認することが近道で

す。 
 
（2） 機械改善の依頼・協議 

本質的安全設計が必要な箇所の指摘、改善の依頼、改善方法の協議などを行うことが考え

られます。 
ユーザーの要望を受けて、より良い機械、安全な機械を製造することは、メーカーの責務

です。 
 
（3） 安全の観点から機械メーカー及び機械を選択 

機械の安全性向上に取組んでいるメーカー、安全性の高い機械を積極的に選択することが

考えられます。 
安全性確保のためにユーザー側で機械の改良が必要であったり、事故が発生して余計なコ

ストが掛かる可能性を考えれば、機械本体の価格が少し高い場合でも、安全性の高い機械

を導入することが、結果として、コストを抑えることにつながる可能性があります。 
 
（4） 災害発生時などにおける機械メーカーに対する情報提供 

機械災害や、機械の故障・不具合が発生したときなどは、機械メーカーがその情報を利用

し機械の改善・災害防止に活用できるよう、機械ユーザーは機械メーカーに情報を伝達し

ましょう。 
 

  

 

 機械メーカーは、顧客からの要求により実施することが必要であったり、機械設

備を販売するために必要なことであると認識すれば、自ずと対応が進むと考えられ

ます。 

安全性の高い機械設備を提供するよう、ユーザー側からメーカーに対して積極的

に働きかけることが重要です。 
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5. 参考資料 

 
 
 

 機械の包括的な安全基準に関する指針 

http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/190808-a06.pdf 

公表：厚生労働省 

 

 機械の包括的な安全基準に関する指針の解説等について 

http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/190808-b00.pdf 

公表：厚生労働省 

 

 リスクアセスメント等関連資料・教材一覧 

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei14/index.html 

公表：厚生労働省 

 

 ～機械メーカー向け～ 機械ユーザーへの機械危険情報の提供に関するガイドライン 

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei14/dl/110506.pdf 

公表：厚生労働省 

 


